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第１章  理念・目的                         

 

【評定（評価の視点について）】 

     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 
 
項目（中項目） 評価（現状評価）の視点（小項目） 2008年度 2009年度 

理念・目的等 

○ 
大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標とそれに伴う

人材養成等の目的の適切性 
Ａ Ａ 

○ 
大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標等の周知の方

法とその有効性 
Ａ Ｂ 

理念・目的等の

検証 
 

大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標の妥当性を検

証する仕組みの導入状況 
― ― 

 
【概要】   

①理念目的等 

a. 大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性 
 共通の理念の下、各学部・研究科の教育内容と合致した人材養成の目的が掲げられ、それを達成する

ための教育内容も示されている。 
b. 大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性 
 有効と思われる方法によって周知を図ってきたが、2008年度に行われた「学生生活満足度調査」の結
果報告書によると、本学の教育理念を認知している学生は 32.8％、目的および教育目標を認知している
学生は 29.3％にとどまっている。この結果を踏まえ、2010年度は 4月の各学部・研究科のガイダンス
において、学生の理解を促していく。 
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第２章  教育研究組織                         

 

【評定（評価の視点について）】 

     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 
 
項目（中項目） 評価（現状評価）の視点（小項目） 2008年度 2009年度 

教育研究組織 ○ 
当該大学の学部・学科・大学院研究科・研究所などの組織構成

と理念・目的等との関係 
Ａ Ａ 

教育研究組織の検

証 
 

当該大学の教育研究組織の妥当性を検証する仕組みの導入状

況 
― ― 

 

【概要】   

①教育研究組織 

 本学の学部・学科・大学院研究科は、教育や研究を実践していくことで、理念から導き出された大学

全体の目的と各学部・学科・大学院研究科の目的を達成できるように組織されている。2012（平成 24）
年度の改組に向けた作業についても、このことに留意して進めていく。 
 
 

【評定（到達目標について）】 

     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 
 
  到達目標 2008年度 2009年度 

〈1〉 大学・学部等の理念・目的・教育目標の達成を可能にするような、適切な人員配置を

行う。 
Ｂ Ｂ 

 
【概要】 

 2008 年度報告書に記した 3 つの課題に対する改善方策については、作業が進行中である。設置基準
上必要な専任教員の数に達していなかったヒューマンサービス学科については、新任の専任教員を採用

することで対応した。総合講座の教育内容を充実させるための教員補充については、まだ実現されてい

ない。 
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第３章  教育内容・方法                       

 
第１節 学士課程の教育内容・方法 

 
１．大学全体としての取り組み 

 
（１）教育課程等 

【評定】 

     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 
 

 項目 2008年度 2009年度 

① キャリア教育の充実 Ａ Ｂ 

② 免許・国家資格取得に関するカリキュラムの充実 Ａ Ａ 

③ 隣接大学との連携による単位互換制度の実現 Ｄ Ｃ 

④ 海外研修の充実 Ａ Ｂ 

 
【概要】 

① 2008年度には科目の設置という観点から充実を行った。2009年度においては、教育課程上の新し 
 い動きはなく、科目内容の観点から充実していかなければならない。また、学生支援センターのプ 
 ログラムと連動したキャリア教育の推進を図っていく。 
② 各免許・国家資格取得に関するカリキュラムについては、各学科において充実が図られている。た

 だし、教育職員免許状課程のいくつかの科目が総合講座に設置されていることについては、検討が 
 必要である。 
③ 茨城大学との連携に関する話し合いは継続的に行われている。ただし、単位互換制度の実現につい

 ては、教育課程の充実の観点からその必要性についての検討が求められている。 
④ 科目としての「海外研修」は整備された。実施についても、国際交流語学学習センターの支援によ

 り円滑に行われている。ただし、日本語教育のセンター科目化については、話し合いが進展してい 
 ない。 
 
 
（２）教育方法等 

【評定】 

     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 
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 項目 2008年度 2009年度 

① 学生による授業評価アンケートの実施 Ｂ Ｂ 

② 常磐大学FD委員会の活動 Ａ Ａ 

③ 統一的なシラバスの作成 Ａ Ａ 

④ GPAの早期導入 Ｃ Ｃ 

⑤ e-learningの活用による教育効果の向上 Ａ Ｃ 

⑥ 国際交流推進体制の整備と充実 Ｄ Ｄ 

 
【概要】 

① 実施はされているが、活用に関する結論は得られていない。 
② 授業改善に関わる議案については継続的に議論を行っている。 
③ シラバスの統一は年々精度が上がってきている。 
④ GPAに関する議論は FD委員会を中心に始まっている。ただし、その内容や実施方法については、
 本学の特性も踏まえた、より慎重な検討が求められる。 
⑤ 研究グループによる研究は進行中である。全学として、どのような目的・方法で活用できるかにつ

 いて検討を加える必要がある。 
⑥ 教職員間の交流については、検討されていない。 
 
 
（３）国内外との教育研究交流 

【評定】 

     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 
 

 項目 2008年度 2009年度 

ａ 大学の教育および研究に関する情報を国内外から収集し、提
供する Ａ Ａ 

ｂ 国内外の研究・教育機関等との交流を図る Ａ Ａ 

ｃ 国外の文化を理解するためのコース・講演会などを開催する Ｂ Ｂ 

ｄ 国際交流に必要な語学教育を行う Ａ Ａ 

ｅ 本学学生の海外研修を企画・立案し、必要な情報を提供する Ａ Ａ 

ｆ 本学が国外から受け入れる研究者・学生等に対し、必要な情
報を提供し、指導・助言を行う Ａ Ａ 

ｇ 常磐大学国際交流会館を管理・運営する Ａ Ａ 

 
【概要】 

ａ．収集・提供については適切に行われている。学生・教員にどのように活用してもらうかが今後の課
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 題となる。 
ｂ．従来の秋の受け入れに加え、春セメスターに 2名を受け入れるSITプログラムを開始した。 
ｃ．スピーチコンテスト以外の講座等の開設は行われていない。 
ｄ．現状の設備・人員でできうる限りのことは行っている。更なる進展のためには、センターでの語学

 教育を専門に担当する教員を配置する必要がある。 
ｅ．海外研修の運営は円滑に行われている。ただし、総合講座に配置されている科目については、更な

 る整理が必要である。 
ｆ．適切に行われている。 
ｇ．適切に行われている。 
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２．総合講座 
 

（１）教育課程等 

 

【評定（評価の視点について）】 

     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 
 

項目（中項目） 評価（現状評価）の視点（小項目） 2008年度 2009年度 

学部・学科等の教育

課程 

○ 教育目標を実現するための学士課程としての教育課程
の体系性（大学設置基準第19条第１項） Ａ Ａ 

○ 教育課程における基礎教育、倫理性を培う教育の位置づ
け Ａ Ａ 

○ 
「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的

授業科目とその学部・学科等の理念・目的、学問の体系

性並びに学校教育法第 83 52 条との適合性 
非該当 非該当 

○ 
一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及

び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養」するた

めの配慮の適切性 
Ａ Ａ 

○ 
外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の

実現への配慮と「国際化等の進展に適切に対応するた

め、外国語能力の育成」のための措置の適切性 
Ａ Ａ 

○ 
教育課程の開設授業科目、卒業所要総単位に占める専門

教育的授業科目・一般教養的授業科目・外国語科目等の

量的配分とその適切性、妥当性   
非該当 非該当 

○ 基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確
立とその実践状況  Ｃ Ｃ 

  ○ カリキュラム編成における、必修・選択の量的配分の適
切性、妥当性   Ａ Ａ 

カリキュラムにお

ける高・大の接続 
○ 学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するた

めに必要な導入教育の実施状況 非該当 非該当 

カリキュラムと国

家試験 
○ 国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学

科における、カリキュラム編成の適切性 非該当 非該当 

医・歯・薬学系のカ

リキュラムにおけ

る臨床実習 

○ 医・歯・薬学系のカリキュラムにおける、臨床実習の位
置づけとその適切性 非該当 非該当 
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インターンシップ、

ボランティア 

 
インターンシップを導入している学部・学科等におけ

る、そうしたシステムの実施の適切性 Ａ Ａ 

 
ボランティア活動を単位認定している学部・学科等にお

ける、そうしたシステムの実施の適切性 ― ― 

授業形態と単位の

関係 
○ 各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、

その各々の授業科目の単位計算方法の妥当性 Ａ Ａ 

単位互換、単位認定

等 
○ 

国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得

単位認定の適切性（大学設置基準第 28条第２項、第 29
条） 

非該当 非該当 

開設授業科目にお

ける専・兼比率等 

○ 全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割合 Ａ Ａ 

○ 兼任教員等の教育課程への関与の状況   Ａ Ａ 

社会人学生、外国人

留学生等への教育

上の配慮 
 
社会人学生、外国人留学生、帰国生徒に対する教育課程

編成上、教育指導上の配慮 ― ― 

 
【概要】 

①学部・学科等の教育課程 

a. 教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性（大学設置基準第 19条第１項） 
 「総合講座」「語学科目」「基盤スキル」の 3科目群が、大学設置基準 19条に適切に沿う形で、運営
されている。科目群を体系的に配置する枠組みとして、バランスも取れており、有効に機能している。 
ｂ. 教育課程における基礎教育、倫理性を培う教育の位置づけ 
総合講座科目群は、基礎教育を教授する根幹的・基礎的科目群を提供している。基盤スキル科目群は、

その内容の点からは、基礎教育科目としての位置づけに問題はない。倫理教育という点では、比較的履

修学生が多いクラスもあり、他のゼミナール相当科目との連携しながら、その適正化を図る必要もある。 
c. 一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵
養」するための配慮の適切性 
総合講座科目群の編成にあたっては、根幹的・基礎的科目群が体系的に展開されるように、可能な限

りの配慮を行っている。 
「幅広く深い教養を涵養」すべく、人間科学部、国際学部の新カリキュラムでは、共通語学科目（英

語 I～VI）に加え、選択語学科目を英語は上級英語 I～IV、第二外国語はそれぞれ I～IVまで授業が潤
沢に配置されている。選択語学科目においては、語学運用力を高めるだけなく、それぞれの言語の背景

文化への理解を深めることができる授業を各言語のⅢ、IVの授業で行うという共通認識のもと、授業実
践を行っている（コミュニティ振興学部の英語科目は旧カリキュラムに従った授業編成となっており、

英語VI～VIIIが選択科目である）。 
基盤スキル科目群は、「総合的な判断力を培う」基礎となる教育内容を教示している。 

d．外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化等の進展に適切に
対応するため、外国語能力の育成」のための措置の適切性 
「国際化等の進展に適切に対応するため、外国語能力の育成」をめざし、人間科学部と国際学部では
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全ての学生が１年次に、コミュニティ振興学部では 1年次あるいは 2年次にCALLラボ教室での授業が
経験できるようなカリキュラム編成となっている。CALLラボ教室では、学生の英語による情報の受発
信能力や情報活用能力、および自己表現能力が向上するよう、マルチメディア教材を活用した授業が積

極的に行われている。なお、英語以外に、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、フランス語、ドイツ語

の 5カ国語の言語科目が設置され、それぞれ段階的に運用能力を高められるよう、新カリでは各科目 I
～IVを旧カリでは各科目 I～VIで構成されている。 
e. 基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況 
授業を実際に企画運営している委員や委員会の意見を経常的に反映するシステムがまだ十分に機能し

ていない。大学教育を担当していない教員や、明らかに基礎教養教育を担当していない教員が、実施・

運営組織に含まれていることに関して、未だ改善がなされていない。しかし、実際の運営にあたっては、

総合講座委員会と各学科と連携して、適切な教育が行われている。2012年度をめどに、責任の明確化を
検討している。 
ｆ. カリキュラム編成における、必修・選択の量的配分の適切性、妥当性 
教養・語学・基盤スキルとも、必修・選択の量的配分は適切である（ただし、配分の適切性・妥当性

を担保する上で、選択科目の科目数やクラス数が十分であるのか、今後改善すべき余地はあり、2012
年度までに適切な対策を実行する）。 
 
②インターンシップ、ボランティア 

インターンシップを導入している学部・学科等における、そうしたシステムの実施の適切性 
基盤スキル科目として科目が設置されている。複数教員と学生支援センターとが連絡をとり、学生指

導を行っている。初年度の 2009年は志望者が 12名と少数であり、適正な指導が可能となっている。授
業の性質上履修希望者が多いことが、単純に成果に結びつくとは限らないので、来年度以降も適切に配

慮しつつ運営を行う。 
 
③授業形態と単位の関係 

各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位計算方法の妥当性 
大学設置基準第 21条に従った妥当な単位数計算が行われている。 
 

④開設授業科目における専・兼比率等 

a.全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割合 
総合講座（教養分野）においては、専・兼比率が 2008年度の 81.2％から 2009年度は 78.5%に若干
下がっている。その理由は、教育学科の専門科目が年次進行で開講されるようになり、これまで専任が

開講していた教養科目が休講になったり、非常勤に変わったりしたことによる。 
2008年度改組カリキュラム（新カリ）の人間科学部の英語科目では専任教員の担当比率は、2008年
度は 70.0%であったが、2009年度は 36.7%に下がった。これは 2009年度英語の選択語学科目に専任教
員をそれぞれ配置したが、英語以外の言語を選択する学生が多いこと、その結果専任教員が担当予定だ

ったいくつかの科目が開講できなかったことが原因である。新カリの国際学部の英語科目では専任教員

の担当比率は 2008年度は 67.7%、2009年度は 62.5％と大きな変化はない。 
2004年度改組カリキュラム（旧カリ）の人間科学部の英語科目では専任教員の担当比率は 2008年度
は 60.0%、2009 年度は 58.3%であり殆ど変化はない。同じく旧カリの国際学部の英語科目では専任教
員の担当比率は 2008年度の 62.3%から 2009年度の 75.0％へと上がった。コミュニティ振興学部の英
語科目では専任教員の担当比率は 2008年度は 57.5%であったが、2009年度は 85.0%に上がり、高い数
値となっている。 
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英語以外の言語科目に関して新カリでは、2008年度は53.3%、2009年度は 42.7%であり、専任教員
の担当比率が下がっているが、これは履修希望者の増加に伴いクラス数を増やし、そのクラスを兼任講

師に担当してもらっていることによる。旧カリでは 2008年度は 52.4%、2009年度は 50.0%という専任
教員の担当比率である。 
基盤スキル科目に関しては、クラス単位では、春セメスター40クラス中専任は 17、秋セメスター25
クラス中専任は 9クラスである。全体でみると、55クラス中専任は 16クラスである。科目比でみると、
春セメスターの専・兼比率は 45.4％、秋セメスターの専・兼比率は 68.0%、全体では 56.0％（2008〈平
成 20〉年度は全体の専兼比率は 71.3％）である。選択科目が兼任に依存している状況が、専・兼比率
を全般的に下げた要因である。 
b. 兼任教員等の教育課程への関与の状況 
情報処理科目における教科書やカリキュラムの統一化は、兼任教員とも適切に連絡をとりあって、進

めている。2009（平成 21）年度は、前年度の運営実績に基づいて改訂された教科書が、使用されてい
る。評価基準の統一化は実現されていないが、教科書やカリキュラムの漸次的な改善を踏まえて、これ

を導入する方針に変更はない。総合講座では、講座の目的や主旨を伝える文書を添えて、毎年シラバス

作成を依頼している。 
 
 

【評定（到達目標について）】 

     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 
 

  到達目標 2008 年度 2009 年度 

〈1〉 大学の教育目標である基礎能力としての社会適応力と、応用能力としての社会

活動力の習得を図るための教育課程を編成する。 
Ａ Ａ 

〈2〉 高等学校での学習から大学での学習へスムーズに移行できるよう、入学前教育

と初年次教育を連携させる。 
非該当 非該当 

〈3〉 教室での座学を中心とした科目と、実験、実習、フィールドワーク、インターンシ

ップ、ボランティア活動、海外研修などの実技体験を伴う科目をバランスよく配置

する。 
Ａ Ａ 

〈4〉  必修科目、選択必修科目を中心に専任教員の担当比率を高める。 Ａ Ａ 

〈5〉 現代の国際化社会に生きる人間として不可欠な素養を備え、幅広い視点から物

事を判断するために必要な知識と考え方を身に付けた人材を養成するという観

点から、教育課程を編成する。 
Ａ Ａ 

〈6〉 教養を高め、専門学問の学際性を補完するため、基礎的・根幹的科目群をバラ

ンスよく展開する。 
Ａ Ａ 

〈7〉 実践的な外国語能力と広い国際的視野の養成を目指し、全外国語科目におい

て、約30名程度のクラス編成で、段階的に運用力を高められるようなカリキュラム
Ａ Ａ 
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を展開する。 

〈8〉 

 

幅広く深い教養・総合性・創造的知性の養成を下支えする科目群を恒常的に展

開する 
Ｂ Ｂ 

*〈1〉～〈4〉が3学部共通到達目標、〈5〉～〈8〉が総合講座到達目標である。 
【概要】 

到達目標〈1〉 
 総合講座の科目群では、応用的学問の性格を持った学際的な学科専攻の教育に対して、学問の根幹や体

系を意識しながら教養を高めることを目標にして科目展開を行っている。 

語学「（人間科学部）英語I～VIおよび上級英語I～IVは、「社会適応力・社会活動力を育成する」という教育

目標と「国際化における外国語能力の育成」という観点から、運用力の育成に焦点を当てた授業を展開してい

る」。 

基盤スキル科目群は、「総合的な判断力を培う」基盤となる教育内容を教示することで、社会適応力と

社会活動力を教示する教育課程の一部を適切に担っている。 
 
到達目標〈2〉 
基盤スキル科目群は、「総合的な判断力を培う」基盤となる教育内容を教示することで、初年次教育の

一部を適切に担っている。しかしながら、他の同様科目との適切な連携という面では、まだ十分とは言

えない。 
 
到達目標〈3〉 
 基盤スキル科目として「海外研修A」「海外研修B」「海外研修C」「インターンシップ」が配置さ
れている。 
 
到達目標〈4〉 
「教育課程等 ④解説授業科目における専・兼比率等 a 全授業科目中、専任教員が担当する授業科
目とその割合」で記したように、若干の低下が起こっている面もある。ただし、科目の選択肢を増やす

上で避けられない範囲にとどまっている。 
 
到達目標〈5〉 
総合講座の一般教養的授業科目の編成においては、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊か

な人間性を涵養するために適切な配慮を行っていることから、到達目標に掲げた内容は適切に実行され

ている。 
基盤スキル科目群は、「総合的な判断力を培う」基盤となる教育内容を教示することで、人間性や幅広

い知識と考え方を下支えする基礎教育の一部を適切に担っている。今後も、「総合講座」「語学科目」と

連携しながら、教育課程の適切な編成を実行する。 
 
到達目標〈6〉 
総合講座科目群の編成にあたっては、根幹的・基礎的科目群が体系的に展開されるように、可能な限

りの配慮がなされており、バランスのとれた科目展開になっている。 
 
到達目標〈7〉 

2008年度、2009年度ともに人間科学部・国際学部の英語科目はすべて 30名以下、コミュニティ振



11 
 

興学部の英語科目は 30名程度のクラス編成で行われている。2008年度は、第二外国語（中国語、韓国・
朝鮮語、フランス語、ドイツ語、スペイン語）に関しては、特に中国語、韓国・朝鮮語の受講希望者が

多く１クラスの受講者が 50名を超えるクラスがあった。従って、2009年度は中国語、韓国・朝鮮語の
クラス数を増やし、かつ希望者が多数の場合は履修制限を行い、ほとんどの科目を約 30 名程度のクラ
ス編成とした。 
 
到達目標〈8〉 
総合講座の科目群では、科目によっては専任教員不在の状態が続いており、「恒常的に展開する」ために

は専任教員の補充が必要である。 
「学びと探究の方法」は、専門教育学習に必要な思考方法を、「情報処理」ではコンピュータ演習を中

心にした教育を、「統計の基礎」では数的思考能力を教示している。選択科目においても、調査手法やデ

ータ処理力の向上や、インターンシップや研修科目などの体験実践を意図した科目が展開されている。

このように、基盤スキル科目群は、「総合的な判断力を培う」基盤となる教育内容を教示している。 
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３．人間科学部 

 

（１）教育課程等 

 

【評定（評価の視点について）】 

     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 
 

項目（中項目） 評価（現状評価）の視点（小項目） 2008年度 2009年度 

学部・学科等の教育

課程 

○ 
教育目標を実現するための学士課程としての教育課程

の体系性（大学設置基準第19条第１項） 
Ａ Ａ 

○ 
教育課程における基礎教育、倫理性を培う教育の位置

づけ 
Ａ Ａ 

○ 
「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育

的授業科目とその学部・学科等の理念・目的、学問の

体系性並びに学校教育法第 83 52 条との適合性 

Ａ Ａ 

○ 
一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養

及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養」す

るための配慮の適切性 

Ａ Ａ 

○ 
外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的

の実現への配慮と「国際化等の進展に適切に対応する

ため、外国語能力の育成」のための措置の適切性 

Ｂ Ｂ 

○ 
教育課程の開設授業科目、卒業所要総単位に占める専

門教育的授業科目・一般教養的授業科目・外国語科目

等の量的配分とその適切性、妥当性   

 

Ａ 

 

 

Ａ 

 

○ 
基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の

確立とその実践状況  
Ｂ Ｂ 

  ○ 
カリキュラム編成における、必修・選択の量的配分の

適切性、妥当性   
Ａ Ａ 

カリキュラムにおけ

る高・大の接続 
○ 

学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するた

めに必要な導入教育の実施状況 
Ａ Ａ 

カリキュラムと国家

試験 
○ 

国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・

学科における、カリキュラム編成の適切性 
Ａ Ａ 

医・歯・薬学系のカ

リキュラムにおける

臨床実習 

○ 
医・歯・薬学系のカリキュラムにおける、臨床実習の

位置づけとその適切性 
非該当 非該当 
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インターンシップ、

ボランティア 

  
インターンシップを導入している学部・学科等におけ

る、そうしたシステムの実施の適切性 
― ― 

  
ボランティア活動を単位認定している学部・学科等に

おける、そうしたシステムの実施の適切性 
― ― 

授業形態と単位の関

係 
○ 

各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、

その各々の授業科目の単位計算方法の妥当性 
Ａ Ａ 

単位互換、単位認定

等 
○ 

国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得

単位認定の適切性（大学設置基準第28条第２項、第29

条） 

Ａ Ａ 

開設授業科目におけ

る専・兼比率等 

○ 
全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割

合   
Ａ Ａ 

○ 兼任教員等の教育課程への関与の状況   Ｂ Ｂ 

社会人学生、外国人

留学生等への教育上

の配慮 

 
社会人学生、外国人留学生、帰国生徒に対する教育課

程編成上、教育指導上の配慮 
Ａ Ａ 

 
【概要】 

①学部・学科等の教育課程 

a. 教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性（大学設置基準第19条第１項） 
 学際的・総合的教育と豊かな人間性の育成を目途として、全学生対象の総合講座の科目・語学科目・

基盤スキル科目と、学部生対象の学部共通科目が設置されている。そして、各学科には、人間科学的視

点の観点に基づいて専攻に係る専門の学芸を高めるため、さらに人間に関する諸問題の解決能力の養成

を図るために、学科専攻科目（や学科基本科目）・ゼミナール科目が設置されている。そこでは、講義

科目と演習・実習科目がバランス良く配置されている。このようして、体系的な教育課程は適正に編成

されている。なお、幼稚園・小学校教員免許取得を目指す教育学科と、管理栄養士国家試験受験資格を

目指す健康栄養学科は、この点からも体系的な教育課程が適切に編成されている。（「履修案内2009(平

成21)年度入学者用」（以下「履修案内」）別表 1～7および表 1）） 
b. 教育課程における基礎教育、倫理性を培う教育の位置づけ 
 基礎教育は、全学設置の総合講座や基盤スキル科目と学科専攻の少人数制プレゼミナール相当科目で

実施されている。倫理性を培う教育は、前述のプレゼミナール相当科目や演習・実習科目、さらには「ゼ

ミナール」「卒業論文」において、恒常的に学生と接触することで、適切に実施されている。 

c. 「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科等の理念・目的、
学問の体系性並びに学校教育法第 83 52 条との適合性 

各学科において、その教育理念と目的を達成すべく、深く専門の学生を教授し、その応用能力を発展

させるための教育課程を整備している。改組後の完成年度になっていないため、一部に完成されていな

い部分があるが、それを除けば適切に教育は行われている。 

 心理学科においては、特に力を入れている演習、実習科目を配置することで体系立った教育課程が構

成されている。学科教育目標である人間の行動や思考、人間関係を科学的にアプローチすることも実践

された科目群になっている。 

教育学科においては、幼稚園・小学校教員免許取得を中心とした教育に重点が置かれている。教育学・

教職・学校教育学を入り口とする教育活動一般の知識を踏まえて、教育学諸分野・各教科教育法・各教

科の専門的知識を修得させ、教員志望学生に必要な指導案作成課題に基づく授業デザイン能力の涵養を
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図っている。 

現代社会学科では、2008年度の改組で、（現代社会の変動への対応という教育目的の達成を意図して、）
従来の社会学専攻の専門科目と、法学／被害者学を核とする狭義の社会学をこえる科目群が並存するこ

とになった。その結果、これまでの専攻科目が削減され「専門の学芸」を教授するための専門教育的授

業科目は、従来の性格がやや曖昧になった。学科の性格を再度明確にするための検討の可能性も残って

いる。 
コミュニケーション学科では、コース制をとることで専門教育的な授業科目が展開されていることを

早くから学生に強く意識させている。コミュニケーション学コースでは、学年進行とともに講義・演習・

実習・ゼミ・卒論の順に学生がコミュニケーションの理論と実際について知識の獲得・体験・研究を段

階的に行う体制がとられている。メディア表現学コースでは技術の体系的な習得を図るため基礎演習と

発展演習をセットにして段階的な学習を可能とする体制がとられている。 

 健康栄養学科では、栄養と食物に関する教養・知識の修養に備え 専門の科目に医学系の科目を多く

配置している。また、コ・メディカルの一員としての人材の養成を目的として、対人業務のスキルの 1

つであるプレゼンテーション能力を身につけるための「プレゼンテーション演習」を専攻科目の中に配

置した。 
d. 一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を
涵養」するための配慮の適切性 
 総合講座の科目 20単位（健康栄養学科 16単位）の修得をもって、「幅広く深い教養及び総合的な判
断力を培い、豊かな人間性を涵養」に主にあたるものとしている。さらに、学部共通教育や専攻科目の

入門・概説科目も含めて、一般教養的授業科目編成への配慮がなされている。 
e. 外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化等の進展に適切に対
応するため、外国語能力の育成」のための措置の適切性 
言語科目16単位の修得を中心にして、国際化等に対応した外国語能力の育成に適正に対処している。
しかし、学科の科目においては、理念・目的にそった教育課程が体制的に十分整備されているとは言え

ない。この点では、改善策を検討中である。 

f. 教育課程の開設授業科目、卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授業科目・外国
語科目等の量的配分とその適切性、妥当性 
 専門教育科目・一般教養科目・外国語科目の量的配分は、学科専攻科目・総合講座を主とする教養的

科目・語学科目として、バランス良く、適切性・妥当性が維持されるように保たれている（「履修案内」

表 1）。 
g. 基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況 

 基礎・教養教育として、プレゼミナール相当科目等においては、学科毎に情報交換や授業内容の検討

を行う責任体制が取られている。他方、総合講座の科目や基盤スキル科目での基礎・教養教育の運営に

あたっては、総合講座委員会がその責務を担っている。ただし、双方の密接な連携関係を促進するよう

な体制の確立に関しては検討の余地が残っており、この点での改善策がまだ必要である。 

h. カリキュラム編成における、必修・選択の量的配分の適切性、妥当性 

 必修・選択の量的配分は、卒業に必要な単位の内訳で約 1対 2の割合であり、バランスが取れた適切
性・妥当性が保たれている（「履修案内」表 1）。ただし、教育学科においては、教員免許法施行規則
に従った量的配分が配慮され、また健康栄養学科においては、管理栄養士育成のため、専門の科目とし

て82単位が必修として義務付けるなどの特別な配慮がなされている。 
 
②カリキュラムにおける高・大の接続 

学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施状況 
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各学科において、プレゼミナール科目等を通じて、必要な導入教育が実施されている。入学前教育課

題の返却指導、学科専攻領域へのオリエンテーション、基礎学力の向上、学習技法・方法の教授や学習

姿勢の涵養等の適切な教育が、学科の特性に応じて実施されている。一部の学科は、2010年度にさらな
る改善を実施することとなっている。 

 
③カリキュラムと国家試験 

国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科における、カリキュラム編成の適切性 

健康栄養学科では、国家試験を配慮して、4年次のカリキュラムとして「管理栄養士特講演習」（4単
位）が用意され、管理栄養士国家試験についての傾向と対策や、学科目の復習を集中的に学ぶ時間を設

けている。 
 
④授業形態と単位の関係 

各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位計算方法の妥当性 
 講義・演習科目、実験・実習・実技科目、双方において、大学設置基準第 21 条に従った妥当な単位
数計算が行われている。 
 

⑤単位互換、単位認定等 

国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学設置基準第28条第2項、
第 29条） 
 国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定は、大学設置基準に従い、共に教務委

員会で単位認定を検討し、教授会の議を経て決定されている。 

 

⑥開設授業科目における専・兼比率等 

a.全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割合 

2004年度と 2008 年度の改組カリキュラムを統合して検討した場合、ほとんどの学科で、全科目中専
任教員が担当する授業科目は、約７割あるいはそれ以上の割合を占めている（心理学科約 62％、教育学
科約 35％、現代社会学科約 71％、コミュニケーション学科約 74％、健康栄養学科約 88％：「基礎デー
タ」表 3）。教育学科においては、特定領域で専門的実績のある小学校等教員経験者の担当を兼任教員と
して必要とする科目を設置しているという事情があり、この数値は不適切なものではない。改組 2年目
の本年度は、前年度（25％）に比して、専任教員担当の授業科目の比率は高まっている。 
b.兼任教員等の教育課程への関与の状況   

 個々の教員が、非公式な形で、科目内容、教授方法、成績評価に関して情報交換や意見交換を行って

いる。兼任教員に対し授業内容の要望を伝えている場合もある。しかし、兼任教員が、教育課程にシス

テム的に関与できるような十分な体制にはなっていない。 
 
⑦社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

社会人学生、外国人留学生、帰国生徒に対する教育課程編成上、教育指導上の配慮 

 外国人留学生に対応した教育課程上の配慮や指導上の配慮は、対象科目の配置や教務委員会に所属す

る各学科の教員によって、適切に行われている。 

 
 

【評定（到達目標について）】 
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     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 
 

  到達目標 2008年度 2009年度 

〈1〉 大学の教育目標である基礎能力としての社会適応力と、応用能力としての
社会活動力の習得を図るための教育課程を編成する。 

Ａ Ａ 

〈2〉 高等学校での学習から大学での学習へスムーズに移行できるよう、入学前
教育と初年次教育を連携させる。 

Ａ Ａ 

〈3〉 教室での座学を中心とした科目と、実験、実習、フィールドワーク、イン

ターンシップ、ボランティア活動、海外研修などの実技体験を伴う科目を

バランスよく配置する。 
Ａ Ａ 

〈4〉  必修科目、選択必修科目を中心に専任教員の担当比率を高める。 Ａ Ａ 

〈5〉 人間科学の観点に基づく学際的・総合的科目を中心に、体系的でバランス

のとれたカリキュラムを、専任教員が主体となって、責任ある体制のもと

で展開する。 
Ｂ Ｂ 

〈6〉 豊かな人間性と問題解決能力の養成に資するべく、学生が4年間常に小人

数授業（実習・演習）を通じて学修できるよう、教育課程を整備する。 
Ａ Ａ 

〈7〉 インターンシップ、ボランティア活動、ならびに単位互換制度などを通じ、

学外教育機関との連携の維持・発展に努める。 
Ｂ Ｂ 

*〈1〉～〈4〉が3学部共通到達目標、〈5〉～〈7〉が人間科学部到達目標である。 

【概要】 

到達目標〈1〉 
 プレゼミナール相当科目等を中心にした 1・2年次生対象の科目群を通じて、さらに 3・4年次年生対
象の演習・実習・実験等の科目群を通じて、表現力の基礎能力やマナー修得を含む社会適応力を育成し、

これを活用した社会活動力の鍛錬をはかっている。 
 
到達目標〈2〉 
 入学前教育における専攻学科に応じた課題出題、およびプレゼミナール相当科目や学科の基礎的科目

を通じての返却指導など、大学での学習研究に漸次適応できるような教育指導、補習的な課題指導など

が行われている。これによって、入学前教育と初年時教育のスムーズな連携が可能となっている。 
 
到達目標〈3〉 
 座学を中心とした講義科目を基礎とした上で、2 年次生以上の学生を対象とした各学科の教育目的に
応じた実験・実習・演習・フィールドワーク等の諸科目が、必修科目として教育課程の中心に置かれて

いる。これら実技体験を伴う諸科目の習得によって、座学に偏らないバランスのとれた教育課程が実施

されている。 
 
到達目標〈4〉 
 「（１）教育課程等⑦開設授業科目における専・兼比率等 a.全授業科目中、専任教員が担当する授業
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科目とその割合」でも述べたように、全科目を通じての専任教員担当比率は適正に維持されている。そ

して、必修・選択必修科目の専任教員担当比率は、全科目のそれよりも高いか同程度の比率となってい

る。（「基礎データ」表 3） 
 
到達目標〈5〉 
 人間科学の観点に基づく体系的でバランスのとれた教育課程を提供する責任ある体制は、学科単位に

おいては適切に実施されつつある。なお、目標の達成に不可欠な総合講座の科目や学部共通科目との連

携関係においても、責任体制を明確にする作業を行っている。 
 
到達目標〈6〉 
 1・2 年次のプレゼミナール相当科目、2・3 年次以降の演習・実習・実験・実技・ゼミナール科目を
中心に、4年間を通じての少人数教育（10名前後のクラスが主で、少ない場合は 10名以下、最大で約
30名）は適切に実行されている。これにより人間性の涵養や問題解決力の養成などの教育が可能となっ
ている。一部の学科は、2010年度にさらに少人数クラスを設けることとなっている。 
 
到達目標〈7〉 
教育学科では、水戸市教育委員会が進めている「学校教育支援活動（スクールボランティア）」事業に関する

同委員会との提携に基づき、2008年度において、水戸市内公立幼稚園 2園に対し、5人の学生を、2009年
度においては、2 人を派遣した。また、2009 年度においては、幼稚園教育実習の協力園として、常磐大学幼
稚園との連携を確立した。健康栄養学科では、小学校の食育授業に対する支援の要請を受け学科として対

応し、今後も支援して行く。 
 

 

（２）教育方法等 

 

【評定（評価の視点について）】 

     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 
 

項目（中項目） 評価（現状評価）の視点（小項目） 2008年度 2009年度 

教育効果の測定 
○ 教育上の効果を測定するための方法の有効性 Ｂ Ｂ 

○ 卒業生の進路状況 Ａ Ａ 

成績評価法 

○ 
厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法、成績評価基準

の適切性 
Ｂ Ｂ 

○ 
履修科目登録の上限設定等、単位の実質化を図るための措

置とその運用の適切性   
Ｂ Ｂ 

○ 
各年次および卒業時の学生の質を検証・確保するための方

途の適切性 
Ｂ Ｂ 
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履修指導 

○ 学生に対する履修指導の適切性 Ａ Ａ 

○ 留年者に対する教育上の措置の適切性 Ａ Ａ 

 
科目等履修生、聴講生等に対する教育指導上の配慮の適切

性 
― ― 

教育改善への組

織的な取り組み 

○ 
学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進

するための組織的な取り組み（ファカルティ･ディベロッ

プメント（FD））およびその有効性 

Ａ Ａ 

○ シラバスの作成と活用状況   Ａ Ａ 

○ 学生による授業評価の活用状況   Ｂ Ｂ 

 
卒業生に対し、在学時の教育内容・方法を評価させる仕組

みの導入状況 
― ― 

 
教育評価の結果を教育改善に直結させるシステムの確立

状況とその運用の適切性 
― ― 

授業形態と授業

方法の関係 

○ 
授業形態と授業方法の適切性、妥当性とその教育指導上の

有効性 
Ａ Ａ 

○ 
多様なメディアを活用した授業の導入状況とその運用の

適切性 
Ａ Ａ 

○ 
「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学

部等における、そうした制度の運用の適切性   
非該当 非該当 

３年卒業の特例  
４年未満で卒業もしくは大学院への進学を認めている大

学・学部等における、そうした制度の運用の適切性 
― ― 

 
【概要】 

①教育効果の測定 

a. 教育上の効果を測定するための方法の有効性 
 全学的な授業評価に加え、通常試験・小テストやレポートの結果に基づく討論や、学生のリアクショ

ンペーパーや学科独自のアンケート結果の検討、基礎的な統一テストの実施、卒業研究の公開など、教

育効果を検証するシステムを実施しつつある。しかし、有効な測定方法の学部全体での確立という状態

には至っていない。 

b.卒業生の進路状況 

 教育成果の一指針である卒業生の進路状況に関しては、2008(平成 20)年度の学部就職率は 89.1%であ
った（「常磐大学要覧 就職データ」等）。厳しい就職環境の中、約 9割の就職率が維持されており、こ
の点では一定の成果をあげている。職種では、「事務職」「営業・販売職」で過半数以上を、業種では「卸

売、小売業」「金融、保険業」で約半数を占める。学科によっても大きな差異はない。 
 
②成績評価法 

a.厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法、成績評価基準の適切性 

成績評価基準についてはシラバスや履修案内に明記し（「常磐大学学則」第 31 条、「常磐大学試験規
定」第 4 条）、各教員は厳正な成績評価を実施している。ただし、成績評価の適切性を学部・学科とし
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て検証する体制はまだとられていない。FD委員会を中心にGPA制度の導入に向けて準備作業が進んでい

るが、問題点も含んでいるので、慎重な配慮の上で実施されることになる。 
b.履修科目登録の上限設定等、単位の実質化を図るための措置とその運用の適切性 

履修科目登録数の上限の設定は制度としては設けていない。しかし、履修指導において適切な履修登

録数を指導するなどのオリエンテーションを行うことによって、過度な履修登録に歯止めをかけている。

また、上限設定を実施していないことには、固有の事情（卒業要件科目に含まれない資格取得科目、卒

業要件単位が他学科より 20単位多い健康栄養学科）もある。 
c.各年次および卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性 

 2 年次には一定の基準（「履修案内」の「進級制度」）を設けて、3 年に進級できるかどうかを判定し
ている。また卒業年次には卒業判定の基準に従って、厳正に成績を判定している。他年次生の場合、成

績の芳しくない学生の情報を学科毎に集約し、アドバイザー教員やゼミナール担当教員が個別指導をす

るような体制を確立しつつある。ただし、進級・卒業制度と同様の適切性には達していない。 

 

③履修指導 

a. 学生に対する履修指導の適切性 

学年当初のガイダンス、オリエンテーション期間に、学科や学年毎の履修指導、教務委員会を中心に

した履修相談窓口の設置、資格取得志望者に対する別途の履修指導、上級生を交えたオリエンテーショ

ンや合宿等が適切に行われている。健康栄養学科では秋セメスター始業時の履修指導も行っている。年

間を通じてのアドバイザー制度も整えられている。  
b. 留年者に対する教育上の措置の適切性 

留年生については、アドバイザー教員やゼミナール担当教員の側から学生に働きかけて、適時教務委

員会等と連絡をとりつつ履修指導を実施している。 

 
④教育改善への組織的な取り組み 

a.学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカルテ
ィ･ディベロップメント（FD））およびその有効性 
 学生による授業評価アンケートはほぼ全学部科目を対象に毎セメスターごとに実施され、教員のコメ

ントを付して公開されている。また独自にアンケートを行っている事例もある。また、学科会議におい

ては、授業内容検討等の取り組みが行われ、学生の学習促進を目途としたカリキュラム外での教育活動

を実施したり、相互授業公開に向けて準備を進めていたりするところもある。全学のFDフォーラムには

毎年学部教員が参加している。 
b. シラバスの作成と活用状況 

 シラバスは常磐大学マニュフェストとの対応を明確にするなど全学で統一された書式に従って作成さ

れている。教員は、履修指導や初回授業のオリエンテーションにこれを活用している。 

c.学生による授業評価の活用状況 

 学生による授業評価の結果を、教員は個々のレベルでの授業改善に活用している。ただし、学部体制

としてこれを活用しようとする状況は適切に整備されてはいない。 
 

⑤授業形態と授業の方法の関係 

a. 授業形態と授業方法の適切性、妥当性とその教育指導上の有効性 
 授業内容に応じ、講義形態の授業では学生規模が 100人を越えることのないよう教育指導上の工夫を
し、学科によっては指定基準に従って、適切な授業規模と内容を維持している。複数教員によるオムニ

バス形式の授業も適時導入されている。実習・演習・実験・実技形態の授業では、可能な限りの少人数
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クラスを維持し、双方向的な手法や実践環境を取り入れた教育を行っている。 
b.多様なメディアを活用した授業の導入状況とその運用の適切性 

 PCやOHPやAV機器を用いた教材資料・映像資料の提示、実物資料の提示などを、多くの教員が授
業に導入して、教育効果の向上を図っている。こうした機材を装備した教室の整備が求められているこ

と自体が、導入への教員の前向きな姿勢や教育成果面の適切性を示唆している。学科によっては、撮影

機材やPCを用いた作品制作にも重点を置いている。 
 
 

【評定（到達目標について）】 

     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 
 

  到達目標 2008年度 2009年度 

〈1〉 教員と学生のコミュニケーションの機会を増やすべく、アドバイザー制度、オ
フィスアワー制度、プレゼミナール、ゼミナールなどを活用した指導体制を整

備する。 

 Ａ  Ａ 

〈2〉 少人数授業での緊密な関係を4年間にわたり構築することで、教員は、学習成
果・学習効果を適切に把握し、これを学生への履修指導・教育指導に速やかに

反映させる。 
 Ａ  Ａ 

〈3〉 本学部・学科の教育・研究内容に則った学習成果・教育効果の確認方策を導入
し、確認された成果と結果を恒常的な授業改善、入学前教育および導入教育の

検証、ならびに適正な履修・教育指導に活用する。 
 Ｂ 

 

Ｂ 

  

*〈1〉が3学部共通到達目標、〈2〉、〈3〉が人間科学部到達目標である。 
【概要】 

到達目標〈1〉 
  「教育課程等」の「到達目標〈6〉」で説明したような教育課程が整備されており、この課程を通じて、
学生と教員のコミュニケーションの機会は増やされている。 
 
到達目標〈2〉 
 前項「到達目標〈1〉で言及した、4 年にわたる緊密な関係構築を通じて、学生の学習成果を掌握し、
学科会議等における専任教員間の情報・意見交換をもとに、共同して教育指導に活用している。 
 
到達目標〈3〉 
 学部学科の内容に則った学習成果の確認方策として、学生による授業評価アンケートの検証だけでは

不十分であり、学科によって、独自のアンケート調査や外部の検定試験の導入や学科内での共通テスト

の実施などを行っている。ただし、全学部を通じての確認方策の導入や、現状での確認方策の結果を、

恒常的に教育研究に活用できるシステムの確立には到達していない。 
 
 

（３）国内外との教育研究交流 
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【評定（評価の視点について）】 

     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 
 
項目（中項目） 評価（現状評価）の視点（小項目） 2008年度 2009年度 

国内外との教育研

究交流 

○ 国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針
の適切性   Ｃ Ｂ 

  国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための
措置の適切性 ― ― 

  国内外の大学との組織的な教育研究交流の状況 
 ― ― 

 
【概要】 

①国内外との教育研究交流 

 2008（平成 20）年度の新カリキュラムへの移行によって、新たに卒業要件科目となった「海外研修」
の告知・宣伝等は、国際交流語学学習センターが中心となって積極的な活動をしているが、学部でも一

部の授業時間を使ってその告知・宣伝活動を行っている。「海外研修」を中心に学生の教育研究交流を促

進するという基本方針に変更はない。だが、告知・宣伝活動だけでは確実な成果は難しい。「海外研修」

をより効果的に活用し、学生の恒常的な教育研究交流を促すには、さらに踏み込んだ支援体制を、新カ

リキュラム完成年次までには確立する必要がある。 
 
 

【評定（到達目標について）】 

     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 
 
  到達目標 2008年度 2009年度 

〈1〉 人間科学の観点に基づく学際的・総合的研究や、豊かな人間性と問題解決のスキ
ル能力の習得を目指す学生を支援するべく、国内ならびに国際レベルでの教育研

究交流を確立する。 
Ｂ Ｂ 

〈2〉 国際交流語学学習センター等と協力し、海外提携校で取得した単位を積極的に認
定する。 

Ａ Ａ 

 

【概要】 



22 
 

到達目標〈1〉 
本学部の教育研究内容が、本質的に国外での教育研修に直接つながるものではないため、国際的なレ

ベルでの学生活動で成果を得ることは難しい。その結果、本学部生の海外研修等への参加を促進させる

ような状況を作り出せていない。国内研究交流に関しては、2009（平成 21）年度に新たに組織された
学内学会を基盤として、これを次年度以降の研究交流促進への足掛かりとする。 
 
到達目標〈2〉 
 2009（平成 21）年度は、本学部より交換留学生が選出されるかどうか、現時点では確定していない。
参加者が確認された時点で、国際交流語学学習センターと協力して支援する体制は、昨年同様準備がで

きている。 
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４．国際学部 

 

（１）教育課程等 

 

【評定（評価の視点について）】 

     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 
 

項目（中項目） 評価（現状評価）の視点（小項目） 2008年度 2009年度 

学部・学科等の教育

課程 

○ 
教育目標を実現するための学士課程としての教育課

程の体系性（大学設置基準第19条第１項） 
Ａ Ａ 

○ 
教育課程における基礎教育、倫理性を培う教育の位

置づけ 
Ａ Ａ 

○ 

「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教

育的授業科目とその学部・学科等の理念・目的、学

問の体系性並びに学校教育法第 83 52 条との適

合性 

Ａ Ａ 

○ 

一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教

養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養」

するための配慮の適切性 

Ａ Ａ 

○ 

外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目

的の実現への配慮と「国際化等の進展に適切に対応

するため、外国語能力の育成」のための措置の適切

性 

Ａ Ａ 

○ 

教育課程の開設授業科目、卒業所要総単位に占める

専門教育的授業科目・一般教養的授業科目・外国語

科目等の量的配分とその適切性、妥当性   

Ａ Ａ 

○ 
基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制

の確立とその実践状況  
Ｂ Ｂ 

 

 
○ 

カリキュラム編成における、必修・選択の量的配分

の適切性、妥当性   
Ａ Ａ 

カリキュラムにおけ

る高・大の接続 
○ 

学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行する

ために必要な導入教育の実施状況 
Ａ Ａ 

カリキュラムと国家

試験 
○ 

国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学

部・学科における、カリキュラム編成の適切性 
非該当 非該当 
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医・歯・薬学系のカ

リキュラムにおける

臨床実習 

○ 
医・歯・薬学系のカリキュラムにおける、臨床実習

の位置づけとその適切性 
非該当 非該当 

インターンシップ、

ボランティア 

  
インターンシップを導入している学部・学科等にお

ける、そうしたシステムの実施の適切性 
Ａ Ａ 

  
ボランティア活動を単位認定している学部・学科等

における、そうしたシステムの実施の適切性 
― ― 

授業形態と単位の関

係 
○ 

各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係におけ

る、その各々の授業科目の単位計算方法の妥当性 
Ａ Ａ 

単位互換、単位認定

等 
○ 

国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修

得単位認定の適切性（大学設置基準第28条第２項、

第29条） 

Ａ Ａ 

開設授業科目におけ

る専・兼比率等 

○ 
全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその

割合   
Ａ Ａ 

○ 兼任教員等の教育課程への関与の状況   Ｂ Ｂ 

社会人学生、外国人

留学生等への教育上

の配慮 

 
社会人学生、外国人留学生、帰国生徒に対する教育

課程編成上、教育指導上の配慮 
Ａ Ａ 

 

【概要】 

①学部・学科等の教育課程 

a. 教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性（大学設置基準第19条第１項） 
 2008年度自己点検・評価報告書、7、59頁に記載のある通り、教育課程の体系性は確保されている。 
b. 教育課程における基礎教育、倫理性を培う教育の位置づけ 
 2008年度自己点検・評価報告書、60頁に記載のある通り、教育課程における基礎教育、倫理性を培
う教育の位置づけは適切なものである。 
c. 「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科等の理念・目的、
学問の体系性並びに学校教育法第 83 52 条との適合性 
 2008年度自己点検・評価報告書、60-61頁に記載のある通り、適合性が確保されている。 
d. 一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を
涵養」するための配慮の適切性 
 2008年度自己点検・評価報告書、60頁に記載のある通り、適切に配慮されている。 
e. 外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化等の進展に適切に対
応するため、外国語能力の育成」のための措置の適切性 
 2008年度自己点検・評価報告書 60頁に記載のある通り、適切なものである。 
f. 教育課程の開設授業科目、卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授業科目・外国
語科目等の量的配分とその適切性、妥当性 
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2008年度自己点検・評価報告書、59-60頁に記載のある通り、各授業科目の量的配分は適切かつ妥当
なものとなっている。 
g. 基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況 

 2008年度自己点検・評価報告書、60頁に記載のある通り、概ね実行されている。ただし、担当者は
いるものの、責任体制に関しては改善の余地がある。 
h. カリキュラム編成における、必修・選択の量的配分の適切性、妥当性 

 2008年度自己点検・評価報告書、60頁の表に記載のある通り、適切性、妥当性は確保されている。 
 
②カリキュラムにおける高・大の接続 

学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施状況 
 2008年度自己点検・評価報告書、62頁に記載のある通り、適切に実施されている。 
 
③インターンシップ、ボランティア 

インターンシップを導入している学部・学科等における、そうしたシステムの実施の適切性 
 総合講座に記載。 
 
④授業形態と単位の関係 

各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位計算方法の妥当性 
 2008年度自己点検・評価報告書、63頁に記載のある通り、妥当なものとなっている。 
 

⑤単位互換、単位認定等 

国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学設置基準第 28条第２項、
第 29条） 
 2008 年度自己点検・評価報告書 63-64 頁において報告した通り、規程が整備されており、それに従
って、2009年度は編入学生 2名と派遣学生 1名の単位認定を行なった。 
 

⑥開設授業科目における専・兼比率等 

a.全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割合 

 2009年度大学基礎データ 表 3に記載のある通り、2008年度改組カリキュラムについては、学部共
通科目における専任教員の担当割合が 62.5％、経営学科専門教育科目において 67.9％、英米語学科専門
教育科目において 68.4％となっている。 
b.兼任教員等の教育課程への関与の状況   
 2008年度自己点検・評価報告書、64頁に記載のある通り、継続的に兼任教員に対して教育課程の理
解を促進する努力をしている。 
 

⑦社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

社会人学生、外国人留学生、帰国生徒に対する教育課程編成上、教育指導上の配慮 

 外国人留学生については、必修の「英語」の代わりに「日本語」を、国際学部共通科目としての「地

域研究」に代えて総合講座の「日本事情」を選択することができるなど、教育課程編成上、配慮してい

る。 
 

【評定（到達目標について）】 
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     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 
 

  到達目標 2008年度 2009年度 

〈1〉 大学の教育目標である基礎能力としての社会適応力と、応用能力としての社会活動力の習得を

図るための教育課程を編成する。 
  Ａ Ａ 

〈2〉 高等学校での学習から大学での学習へスムーズに移行できるよう、入学前教育と初年次教育を

連携させる。 
  Ａ Ａ 

〈3〉 教室での座学を中心とした科目と、実験、実習、フィールドワーク、インターンシップ、ボランティ

ア活動、海外研修などの実技体験を伴う科目をバランスよく配置する。   Ａ Ａ 

〈4〉  必修科目、選択必修科目を中心に専任教員の担当比率を高める。   Ａ Ａ 

〈5〉 国内外の情報を収集する能力と社会人として必要な能力を養成するための教育課程を編成す

る。 
  Ａ  Ａ  

〈6〉 経営学科においては、マネジメントに関わる３分野（経営・マネジメント、商業・マーケティング、財

務・会計）の知識を体系的に習得し、グローバル社会に対応した実践的スキル（パソコン操作、会

計・簿記、プレゼンテーション力）を身に付ける教育課程を編成する。 
  Ａ Ａ  

〈7〉 英米語学科においては、国際語としての英語の運用力と異文化への理解を兼ね備えたコミュニ

ケーション能力を身に付けるための教育課程を編成する。また、学生自身が自分の研究成果を

発表できるようアカデミックリテラシーを養成する科目を設置する。 

  Ａ Ａ  

〈8〉 単位互換や単位認定の仕組みを積極的に活用する。   Ａ Ａ  

*〈1〉～〈4〉が3学部共通到達目標、〈5〉～〈8〉が国際学部到達目標である。 

【概要】 

到達目標〈1〉〈2〉〈5〉について、本文の 64頁。 
到達目標〈3〉〈4〉〈6〉〈7〉〈8〉について、本文 65頁参照。 
 
到達目標〈1〉 
 2008年度自己点検・評価報告書、64頁に記載のある通り、目標を達成し、その状況を維持している。 
 
到達目標〈2〉 
 2008年度自己点検・評価報告書、64頁に記載のある通り、目標を達成し、その状況を維持している。 
 
到達目標〈3〉 
 2008年度自己点検・評価報告書、65頁に記載のある通り、目標を達成し、その状況を維持している。 
 
到達目標〈4〉 
 2008年度自己点検・評価報告書、65頁に記載のある通り、目標を達成し、その状況を維持している。 
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到達目標〈5〉 
 2008年度自己点検・評価報告書、64頁に記載のある通り、目標を達成し、その状況を維持している。 
 
到達目標〈6〉 
 2008年度自己点検・評価報告書、65頁に記載のある通り、目標を達成し、その状況を維持している。 
 
到達目標〈7〉 
 2008年度自己点検・評価報告書、65頁に記載のある通り、目標を達成し、その状況を維持している。 
 
到達目標〈8〉 
 2008年度自己点検・評価報告書、65頁に記載のある通り、目標を達成し、その状況を維持している。 

 
 
（２）教育方法等 

 

【評定（評価の視点について）】 

     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 
 

項目（中項目） 評価（現状評価）の視点（小項目） 2008年度 2009年度 

教育効果の測定 

○ 教育上の効果を測定するための方法の有効性  Ｃ  Ｃ 

○ 卒業生の進路状況  Ａ   Ａ 

成績評価法 

○ 
厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法、成績評価基準

の適切性 
  Ｂ Ｂ 

○ 
履修科目登録の上限設定等、単位の実質化を図るための措

置とその運用の適切性   
 Ｃ    Ｃ 

○ 
各年次および卒業時の学生の質を検証・確保するための方

途の適切性 
  Ｂ Ｂ 

履修指導 

○ 学生に対する履修指導の適切性   Ａ Ａ 

○ 留年者に対する教育上の措置の適切性   Ａ Ａ 

 
科目等履修生、聴講生等に対する教育指導上の配慮の適切

性 
  Ａ Ａ 
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教育改善への組

織的な取り組み 

○ 

学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進す

るための組織的な取り組み（ファカルティ･ディベロップメ

ント（ＦＤ））およびその有効性 

  Ａ  Ａ  

○ シラバスの作成と活用状況     Ｂ  Ｂ  

○ 学生による授業評価の活用状況    Ｃ   Ｃ  

 
卒業生に対し、在学時の教育内容・方法を評価させる仕組

みの導入状況 
― ― 

 
教育評価の結果を教育改善に直結させるシステムの確立状

況とその運用の適切性 
― ― 

授業形態と授業

方法の関係 

○ 
授業形態と授業方法の適切性、妥当性とその教育指導上の

有効性 
 Ａ  Ａ 

○ 
多様なメディアを活用した授業の導入状況とその運用の適

切性 
 Ａ  Ａ 

○ 
「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学

部等における、そうした制度の運用の適切性   
非該当 非該当 

３年卒業の特例  
４年未満で卒業もしくは大学院への進学を認めている大

学・学部等における、そうした制度の運用の適切性 
― ― 

 

【概要】 

①教育効果の測定 

a. 教育上の効果を測定するための方法の有効性 
 2008年度自己点検・評価報告書、66頁に記載のある通り、教育効果の測定方法については、いまだ
に学部内において統一的な見解がなく、教員の裁量にまかされているのが基本的状況である。なお、英

米語学科においては、引き続きCASECによる教育効果の測定を行なっている。 
b.卒業生の進路状況 
 2008年度自己点検・評価報告書、66頁に記載のある通り、高いレベルを維持している。 
 
②成績評価法 

a.厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法、成績評価基準の適切性 
 2008年度自己点検・評価報告書、67頁に記載のある通り、概ね適切に運営されているが、各教員の
裁量に任されている状況は基本的に変わっていない。 
b.履修科目登録の上限設定等、単位の実質化を図るための措置とその運用の適切性 
  履修登録の上限は設定されていないが、履修指導等を利用して適切な運営を図っている。 
c.各年次および卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性 

 3年進級時および卒業時に必要な単位数、取得すべき必修科目群は設定しているが、1年から 2年へ
の進級および 3年から 4年への進級に必要な単位数の設定については必要性も含めて検討中である。 
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③履修指導 

a. 学生に対する履修指導の適切性 

 2008年度自己点検・評価報告書において報告した通り、適切に行なわれている。 
b. 留年者に対する教育上の措置の適切性 

 2008年度自己点検・評価報告書において報告した通り、教務委員が率先して問題のある学生には積極
的に関与して指導を行った。 
 

④教育改善への組織的な取り組み 

a.学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカルテ
ィ･ディベロップメント（ＦＤ））およびその有効性 
 2008年度自己点検・評価報告書において報告した通り、組織的な取り組みがなされている。 
b. シラバスの作成と活用状況 

 シラバスの作成と活用については、2010年度に向けて、より学生に解りやすい形で学部内の統一を図
った。 
c.学生による授業評価の活用状況 
 両学科ともに、授業評価を活用した授業を展開しているが、その活用のしかたは教員の裁量に任され

ている。  
 
⑤授業形態と授業の方法の関係 

a. 授業形態と授業方法の適切性、妥当性とその教育指導上の有効性 
 2008年度自己点検・評価報告書において報告した通り、目標を達成し、その状況を維持している。 
b.多様なメディアを活用した授業の導入状況とその運用の適切性 

 2008年度自己点検・評価報告書において報告した通り、目標を達成し、その状況を維持している。 
 
 

【評定（到達目標について）】 

     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 
 

  到達目標 2008年度 2009年度 

〈1〉 教員と学生のコミュニケーションの機会を増やすべく、アドバイザー制度、オフィスアワー制度、

プレゼミナール、ゼミナールなどを活用した指導体制を整備する。 
 Ａ  Ａ 

〈2〉 セメスターごとに学生の成績を調査し、確認し、履修指導を行う。 
 Ａ  Ａ 

〈3〉 組織的なFD活動と「学生による授業評価」を教員の授業改善や学生の満足度アップにつなげ

る。 
 Ｂ  Ｂ 

〈4〉 授業形態と授業方法の適切性や有効性、多様なメディアの活用度と適切性について検証し改

善する。 
 Ａ  Ａ 

〈5〉 きめ細やかな教育を実現するため、適切な科目について少人数クラスを編成する。  Ａ  Ａ 
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*〈1〉が3学部共通到達目標、〈2〉～〈5〉が国際学部到達目標である。 

【概要】 

 
到達目標〈1〉 
 2008年度自己点検・評価報告書 69頁に記載のある通り、目標を達成し、その状況を維持している。 
 
到達目標〈2〉 
 各セメスター毎に全学生の単位修得状況を調査し、修得状況の思わしくない学生に対しては、個別に

適切に履修指導が行なわれている。 
 
到達目標〈3〉 
 「学生による授業評価」は各教員にその活用が任されており、学部学科としての組織的な取り組みは

されていない。ただし、経営学科の中で、独自に 2008年度に 1年生にアンケートを実施、、2009年度
に 1，2 年生にアンケートが実施された。アンケート結果が学科会議を通じて共有され授業改善への刺
激剤となっている。ただ学部全体としては議論されていないため、Ｂ評価とする。 
 
到達目標〈4〉 
 2008年度自己点検・評価報告書 68-9頁に記載のある通り、適切に実施されている。 
 
到達目標〈5〉 
 2008年度自己点検・評価報告書、69頁に記載のある通り、適切に行なわれている。 
 
 
（３）国内外との教育研究交流 

 

【評定（評価の視点について）】 

     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 
 

項目（中項目） 評価（現状評価）の視点（小項目） 2008年度 2009年度 

国内外との教育研

究交流 

○ 
国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針

の適切性   
Ａ Ａ 

  
国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための

措置の適切性 
― ― 

  国内外の大学との組織的な教育研究交流の状況 ― ― 

 

【概要】 
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①国内外との教育研究交流 

国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性 

 2008年度自己点検・評価報告書 70頁に記載のある通り、2009年度も引き続き、教育に関しては国
際交流語学学習センターとの密接な連携により、適切な基本方針が策定され実施された。研究交流につ

いては大学の研究予算から補助を受ける制度が整えられるなど適切な基本方針の策定と実施が行なわれ

ている。 

 

 

【評定（到達目標について）】 

     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 
 

  到達目標 2008年度 2009年度 

〈1〉 学生に対して国際交流語学学習センターによる海外研修、交換留学生制度、英会話交流活

動などの積極的な活用を促すとともに、そのための支援を提供する。 
Ａ Ａ 

〈2〉 各教員において、外国の研究機関との情報交換を活発に行うとともに、サバティカル制度等

の利用により海外での研究交流を進める。 
Ｃ Ｃ 

 

【概要】 

到達目標〈1〉 
 2008年度自己点検・評価報告書、70頁に記載のある通り、目標を達成し、その状況を維持している。 
 
到達目標〈2〉 
 サバティカル制度は 2009年度に具体的検討課題となり、2010年度から実施される予定である。 
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５．コミュニティ振興学部 

 

（１）教育課程等 

 

【評定（評価の視点について）】 

     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 

項目（中項目） 評価（現状評価）の視点（小項目） 2008年度 2009年度 

学部・学科等の教育

課程 

○ 
教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体

系性（大学設置基準第19条第１項） 
Ａ  Ａ 

○ 教育課程における基礎教育、倫理性を培う教育の位置づけ Ａ  Ａ 

○ 

「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業

科目とその学部・学科等の理念・目的、学問の体系性並びに

学校教育法第 83 52 条との適合性 

Ａ  Ａ 

○ 

一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総

合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養」するための配慮

の適切性 

Ａ  Ａ 

○ 

外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現

への配慮と「国際化等の進展に適切に対応するため、外国語

能力の育成」のための措置の適切性 

Ａ  Ａ 

○ 

教育課程の開設授業科目、卒業所要総単位に占める専門教育

的授業科目・一般教養的授業科目・外国語科目等の量的配分

とその適切性、妥当性   

Ａ  Ａ 

○ 
基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立と

その実践状況  
Ａ  Ａ 

  ○ 
カリキュラム編成における、必修・選択の量的配分の適切性、

妥当性   
Ａ  Ａ 

カリキュラムにおけ

る高・大の接続 
○ 

学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために

必要な導入教育の実施状況 
Ａ  Ａ 

カリキュラムと国家

試験 
○ 

国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科に

おける、カリキュラム編成の適切性 
Ａ  Ａ 

医・歯・薬学系のカ

リキュラムにおける

臨床実習 
○ 

医・歯・薬学系のカリキュラムにおける、臨床実習の位置づ

けとその適切性 
非該当 非該当 
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インターンシップ、

ボランティア 

 
インターンシップを導入している学部・学科等における、そ

うしたシステムの実施の適切性 
Ａ  Ａ 

 
ボランティア活動を単位認定している学部・学科等におけ

る、そうしたシステムの実施の適切性 
 Ｃ Ｃ 

授業形態と単位の関

係 
○ 

各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その

各々の授業科目の単位計算方法の妥当性 
Ａ  Ａ 

単位互換、単位認定

等 
○ 

国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位

認定の適切性（大学設置基準第28条第２項、第29条） 
Ａ  Ａ 

開設授業科目におけ

る専・兼比率等 

○ 全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割合   Ａ  Ａ 

○ 兼任教員等の教育課程への関与の状況   Ａ  Ａ 

社会人学生、外国人

留学生等への教育上

の配慮 

 
社会人学生、外国人留学生、帰国生徒に対する教育課程編成

上、教育指導上の配慮 
― ― 

 

【概要】 
①学部・学科等の教育課程 

a. 教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性（大学設置基準第19条第１項） 
 2008 年度自己点検・評価報告書において報告した通りである。2009年度は、本学部の将来構想委員
会等における検討結果を基に開設科目の一部変更を検討し、2010年度から実施する予定である。 
b. 教育課程における基礎教育、倫理性を培う教育の位置づけ 
 2008 年度自己点検・評価報告書において報告した通り、基礎教育、倫理性を培う教育の場として、
全学共通の総合講座と本学部3学科の学生が共通で履修する学部共通科目が開設されている。2009年度
は、コミュニティ文化学科、ヒューマンサービス学科にプレゼミナール相当科目が開設された。 

c. 「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科等の理念・目的、 
学問の体系性並びに学校教育法第 83 52 条との適合性 
 2008 年度自己点検・評価報告書において報告した通りである。2009年度は、本学部の将来構想委員
会等での検討結果を基に開設科目の一部変更を検討し、2010年度から実施する予定である。 
d.  一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を
涵養」するための配慮の適切性 
 2008 年度自己点検・評価報告書において報告した通りである。2009年度は、コミュニティ文化学科、
ヒューマンサービス学科にプレゼミナール相当科目が開設された。 

e. 外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化等の進展に適切に対
応するため、外国語能力の育成」のための措置の適切性 
 2008 年度自己点検・評価報告書において報告した通りであり、その状況を維持している。 
f. 教育課程の開設授業科目、卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授業科目・外国
語科目等の量的配分とその適切性、妥当性 
 2008 年度自己点検・評価報告書において報告した通りであり、その状況を維持している。 
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g. 基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況 
 2008 年度自己点検・評価報告書において報告した通りであり、その状況を維持している。 
h. カリキュラム編成における、必修・選択の量的配分の適切性、妥当性 
 2008 年度自己点検・評価報告書において報告した通りであり、その状況を維持している。 
 
②カリキュラムにおける高・大の接続 

学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施状況 
 2008 年度自己点検・評価報告書において報告した通りである。2009年度は、初年次教育に関してプ
レゼミナール相当科目がコミュニティ文化学科とヒューマンサービス学科に開設された。 
 
③カリキュラムと国家試験 

国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科における、カリキュラム編成の適切性 
 ヒューマンサービス学科では、法改正に伴いカリキュラム変更を行い、2009年度から新カリキュラム
で指導が行われている。 
 
④インターンシップ、ボランティア 

a. インターンシップを導入している学部・学科等における、そうしたシステムの実施の適切性 
 インターンシップにかかる科目は、本学部の学科によっては設置されているが、他学部では2008年度
に改組が行われ、2008年度からインターンシップが卒業要件に該当する単位として設定されている。 
b. ボランティア活動を単位認定している学部・学科等における、そうしたシステムの実施の適切性 
 ボランティアの理解・活動にかかる科目が、学部共通科目として設定されているが、学生が自発的に

行ったボランティア活動は単位認定されていない。2010年度以降は、インターンシップと同様に一層の
充実を目指す。 
 
⑤授業形態と単位の関係 

各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位計算方法の妥当性 
 2008 年度自己点検・評価報告書において報告した通りである。2009年度は、本学部の将来構想委員
会等での検討結果を基に開設科目の一部変更を行い、2010年度から実施する予定である。 
 
⑥単位互換、単位認定等 

国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学設置基準第 28条第２項、
第 29条） 
 本学の単位互換、単位認定等の制度は、本学の学則第 30条に規定されている。2009年度には、常磐
短期大学との間で協定が締結された。また、2009年度は、大学間連携コンソーシアムWGで茨城大学
との単位互換について検討している。 
 
⑦開設授業科目における専・兼比率等 

a. 全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割合 
 2008 年度自己点検・評価報告書において報告した通りである。2009年度はヒューマンサービス学科
に新任教員が着任したことにより授業科目における専任比率は向上している。 
b.兼任教員等の教育課程への関与の状況 
 2008 年度自己点検・評価報告書において報告した通りであり、その状況を維持している。 
 



35 
 

 

【評定（到達目標について）】 

     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 
 

  到達目標 2008年度 2009年度 

〈1〉 大学の教育目標である基礎能力としての社会適応力と、応用能力としての社会活動

力の習得を図るための教育課程を編成する。 
Ｂ Ｂ 

〈2〉 高等学校での学習から大学での学習へスムーズに移行できるよう、入学前教育と初

年次教育を連携させる。 
Ｂ Ｂ 

〈3〉 教室での座学を中心とした科目と、実験、実習、フィールドワーク、インターンシップ、

ボランティア活動、海外研修などの実技体験を伴う科目をバランスよく配置する。 Ａ Ａ 

〈4〉  必修科目、選択必修科目を中心に専任教員の担当比率を高める。 Ｃ Ｂ 

〈5〉 時代の要請にも対応した地域社会に貢献できる人材を育成するため、教育課程の再

編成を行う。 
Ｂ Ｂ 

〈6〉 地域社会との連携による「実践活動」の機会を確保し、授業科目と連動させて教育効

果の向上を目指す。 
Ａ Ａ 

*〈1〉～〈4〉までが3学部共通到達目標、〈5〉、〈6〉がコミュニティ振興学部到達目標である。 
【概要】 

到達目標〈1〉及び〈5〉 
 本学部では、2006年度に地域政策学科が開設されたため2008年度に実施された本学の改組に対応する
ことができなかった。このため、教育課程の再編成は本学部の課題であった。2009年度は、本学部の将
来構想委員会での検討を基に開設科目の一部変更を検討し、2010年度から実施する予定である。2010
年度以降は、学部運営委員会、全学教育改革システム会議での検討を基に一層の充実を目指す。 
 
到達目標〈2〉 
 入学前教育については、既に全学入学前教育委員会を中心に実施している。入学後の「初年次教育」

は 、地域政策学科が 2006年度より１年生の春と秋に「基礎文献講読」を、2009年度からは、コミュ
ニティ文化学科において「基礎ゼミナール」、ヒューマンサービス学科において「ヒューマンサービス演

習」というゼミナール形式の授業を実施している。また、基礎学力の低い学生に対するリメディアル教

育については、現在、全学の学習アセスメントＷＧで検討中である。入学前教育と初年次教育との連携

は、全学入学前教育委員会を中心に検討中であり、2010年度以降は、全学教育改革システム会議などと
の調整を行い一層の充実を目指す。 
 
到達目標〈3〉及び〈6〉 
 実技体験を伴う科目の配置や実践活動と授業科目との連動は、一部の学科を除いて実施されているが、

さらなる充実を図るため、2009年度は本学部の将来構想委員会における検討を基に開設科目の一部変更
を行い、2010年度から実施する予定である。今後は学科会議、学部運営委員会、全学教育改革システム
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会議での検討を基に一層の充実を目指す。 
 
到達目標〈4〉 
 2008 年度自己点検・評価報告書において報告した通りであるが、必修・選択必修科目に関する専任
比率は、2009年度に新任教員がヒューマンサービス学科に着任したことにより向上している。また、地
域政策学科でも 2010年度に向けて新任教員の人選が行われている。この目標は、到達目標〈1〉及び〈5〉
とも密接に関係しており、2010年度以降は、学科会議、学部運営委員会、全学教育改革システム会議で
の検討を基に一層の充実を目指す。 

 
 
（２）教育方法等 

 

【評定（評価の視点について）】 

     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 
 

項目（中項目） 評価（現状評価）の視点（小項目） 2008 年度 2009 年度 

教育効果の測定 

○ 教育上の効果を測定するための方法の有効性 Ａ Ａ 

○ 卒業生の進路状況 Ａ Ａ 

成績評価法 

○ 
厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法、成績評価基準の

適切性 
Ａ Ａ 

○ 
履修科目登録の上限設定等、単位の実質化を図るための措置

とその運用の適切性   
Ａ Ａ 

○ 
各年次および卒業時の学生の質を検証・確保するための方途

の適切性 
Ａ Ａ 

履修指導 

○ 学生に対する履修指導の適切性 Ａ Ａ 

○ 留年者に対する教育上の措置の適切性 Ａ Ａ 

 科目等履修生、聴講生等に対する教育指導上の配慮の適切性 ― ― 

 

教育改善への組織

的な取り組み 
○ 
学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進する

ための組織的な取り組み（ファカルティ･ディベロップメント

（FD））およびその有効性 

Ａ Ａ 

○ シラバスの作成と活用状況   Ａ Ａ 
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○ 学生による授業評価の活用状況   Ａ Ａ 

 
卒業生に対し、在学時の教育内容・方法を評価させる仕組み

の導入状況 
― ― 

 
教育評価の結果を教育改善に直結させるシステムの確立状況

とその運用の適切性 
― ― 

授業形態と授業方

法の関係 

○ 
授業形態と授業方法の適切性、妥当性とその教育指導上の有

効性 
Ａ Ａ 

○ 
多様なメディアを活用した授業の導入状況とその運用の適切

性 
Ａ Ａ 

○ 
「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学部

等における、そうした制度の運用の適切性   
非該当 非該当 

３年卒業の特例  
４年未満で卒業もしくは大学院への進学を認めている大学・

学部等における、そうした制度の運用の適切性 
― ― 

 

【概要】 

①教育効果の測定 

a. 教育上の効果を測定するための方法の有効性 

  2008年度自己点検・評価報告書において報告した通り、その状況を維持している。 
b. 卒業生の進路状況 

  本学部卒業生の 2009年 3月の就職状況については、2009年 5月 1日作成標準日の大学基礎データの
P23・表 8にある通り、卒業判定合格者 157人に対して就職者数 135人であり、就職率は 86.0%である。 
 

②成績評価法 

a. 厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法、成績評価基準の適切性 

b. 履修科目登録の上限設定等、単位の実質化を図るための措置とその運用の適切性 

c. 各年次および卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性 

  上記 a～cは、2008年度自己点検・評価報告書において報告した通り、その状況を維持している。 
 
③履修指導 

a. 学生に対する履修指導の適切性 

b. 留年者に対する教育上の措置の適切性 

  上記 a及び bは、2008年度自己点検・評価報告書において報告した通り、その状況を維持している。 
 
④教育改善への組織的な取り組み 

a. 学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカルテ

ィ･ディベロップメント（ＦＤ））およびその有効性 

b. シラバスの作成と活用状況 

c. 学生による授業評価の活用状況 

  上記 a～cは、2008年度自己点検・評価報告書において報告した通り、その状況を維持している。 
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⑤授業形態と授業方法の関係 

a. 授業形態と授業方法の適切性、妥当性とその教育指導上の有効性 

b. 多様なメディアを活用した授業の導入状況とその運用の適切性 

  上記 a及び bは、2008年度自己点検・評価報告書において報告した通り、その状況を維持している。 
 
 

【評定（到達目標について）】 

     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 
 

  到達目標 2008年度 2009年度 

〈1〉 教員と学生のコミュニケーションの機会を増やすべく、アドバイザー制度、オフィスア

ワー制度、プレゼミナール、ゼミナールなどを活用した指導体制を整備する。 
Ｂ Ａ 

〈2〉 学習意欲の維持・向上を図るため、アドバイザー制度をオフィスアワー制度と連携さ

せ、初年次から少人数の学生との面談を継続的に行う体制を整備する。 Ａ Ａ 

〈3〉 成績評価・履修指導・FDなどの利活用および学生自身の学習へのフィードバックを

念頭に置いた、学習カルテなどの導入を目指す。 
Ｄ Ｃ 

〈4〉 地域貢献活動への参加を通して、学生の資質向上を目的とした授業を展開し、現場

での実践力を成績に組み入れた成績評価の仕組みを構築する。 
Ｄ Ｃ 

*〈1〉が3学部共通到達目標、〈2〉～〈4〉がコミュニティ振興学部到達目標である。 
【概要】 
到達目標〈1〉 
コミュニティ文化学科では「基礎ゼミナール」が、ヒューマンサービス学科では「ヒューマンサービ

ス入門」および「ヒューマンサービス演習」がそれぞれプレゼミナール相当の科目として 2009 年度よ
り開講され、初年次における少人数での密な教育が行われている。2010年度以降は、これらの指導体制
のさらなる充実を目指す。 
 
到達目標〈2〉 
  2008 年度自己点検・評価報告書において報告した通り、目標を達成し、その状況を維持している。
2010年度以降は、アドバイザー制度とオフィスアワー制度とのさらなる充実を目指す。 
 
到達目標〈3〉 
  学習カルテシステムの導入は、教務委員会を中心に検討中である。この目標を達成するためには、学
生支援センターで行っている学生管理システム等との連携も重要である。2010年度以降は、学習カルテ
システムのあり方等について教務委員会を中心に検討する。 
 
到達目標〈4〉 
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  この目標は、本章（1）教育課程等の到達目標〈1〉及び〈5〉とも関連している。教育課程の再編成
については、2009 年度に本学部の将来構想委員会での検討を基に開設科目の一部変更を検討し、2010
年度から実施される予定である。2010年度以降は、学部運営委員会、全学教育改革システム会議での検

討を基に一層の充実を目指している。地域貢献活動への参加を組み込むことができる授業は限定的であ

るが、教育課程等の再編成と連動して成績評価の仕組みを検討する。 
 
 

（３）国内外との教育研究交流 

 

【評定（評価の視点について）】 

     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 
 

項目（中項目） 評価（現状評価）の視点（小項目） 2008年度 2009年度 

国内外との教育研究

交流 

○ 
国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針

の適切性   
Ａ Ａ 

  
国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための

措置の適切性 
非該当 非該当 

  国内外の大学との組織的な教育研究交流の状況 非該当 非該当 

 

【概要】 

①国内外との教育研究交流 

国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性 

  2008年度自己点検・評価報告書において報告した通り、その状況を維持している。 
 
 

【評定（到達目標について）】 

     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 

  到達目標 2008年度 2009年度 

〈1〉 地域社会に関する理解等を深め、国際交流語学学習センター等の活動への学生の

参加を促し、英語によるコミュニケーション能力の育成を目指す。 
Ａ Ａ 

〈2〉 デジタル・アーキビストを養成するためのカリキュラム開発研究に関し、他大学との協

働を推進する。 
Ａ Ａ 
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【概要】 

到達目標〈1〉 
  2008 年度自己点検・評価報告書において報告した通り、目標を達成し、その状況を維持している。
2010年度以降においても学部レベルの国際化及び国際交流の推進に関する体制は整っているので、一層
の充実を目指す。 
 
 到達目標〈2〉 
2008年度自己点検・評価報告書において報告した通り、目標を達成し、その状況を維持している。2010
年度以降においても他大学とも連携してカリキュラム開発の向上を目指す。 
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第２節  修士課程・博士課程・専門職学位の教育内容・方法 

 

１．人間科学研究科 

 

（１）教育課程等 

 

【評定（評価の視点について）】 

     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 
 

項目（中項目） 評価（現状評価）の視点（小項目） 2008年度 2009年度 

大学院研究科の教育課

程 

 

○ 

大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並

びに学校教育法第65条、大学院設置基準第３条第１項、同

第４条第１項との関連 

Ａ Ａ 

○ 

「広い視野に立って清深な学識を授け、専攻分野における

研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の

能力を養う」という修士課程の目的への適合性 

Ａ Ａ 

○ 

「専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行

い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な

高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う」と

いう博士課程の目的への適合性 

Ａ Ａ 

○ 
学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と、当該

学部の学士課程における教育内容との関係 
Ｂ Ｂ 

○ 
修士課程における教育内容と、博士（後期）課程における

教育内容の適切性および両者の関係 
Ａ Ａ 

○ 博士課程（一貫制）の教育課程における教育内容の適切性 非該当 非該当 

○ 
博士課程における、入学から学位授与までの教育システ

ム・プロセスの適切性 
Ａ Ａ 

○ 
専門職学位課程の教育課程と、専門職学位課程制度の目的

並びに専門職大学院固有の教育目標との適合性 
非該当 非該当 

授業形態と単位の関係 ○ 
各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、そ

の各々の授業科目の単位計算方法の妥当性 
Ａ Ａ 

単位互換、単位認定等 ○ 
国内外の大学院等での学修の単位認定や入学前の既修得単

位認定の適切性（大学院設置基準第15条） 
Ａ Ａ 
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社会人学生、外国人留学

生等への教育上の配慮 
○ 

社会人、外国人留学生に対する教育課程編成、教育研究指

導への配慮 
Ｃ Ｃ 

独立大学院等の教育課

程 
 

学部に基礎を置かない独立大学院、独立研究科における、

下位の学位課程の教育内容・レベルを視野に入れた当該課

程の教育内容の体系性・一貫性を確保するための方途の適

切性 

― ― 

連合大学院の教育課程 

○ 
連合大学院における、教育内容の体系性・一貫性を確保す

るための方途の適切性 
非該当 非該当 

 

複数の異なる大学の大学院課程からなる連合大学院におけ

る、下位の学位課程の教育内容・レベルを視野に入れた当

該課程の教育内容の適切性 

― ― 

「連携大学院」の教育課

程 
○ 

研究所等と連携して大学院課程を展開する「連携大学院」

における、教育内容の体系性・一貫性を確保するための方

途の適切性 

非該当 非該当 

 

【概要】 

① 大学院研究科の教育課程 

a．大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並びに学校教育法第65条、大学院設基準第

３条第１項、同第４条第１項との関連 

  到達目標〈1〉にも示すように、本研究科の理念・目標は、常磐大学自己点検・評価報告書の第 1 章
に説明されたとおりであり、これらの条項に適合していて大きな問題点はないように思われる。 
b. 「広い視野に立って清深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業

等に必要な高度の能力を養う」という修士課程の目的への適合性 

 到達目標〈1〉に関連して、本研究科の修士課程は、学部卒業後、さらに専門的な教育・研究を志望
する学生に対して基礎的・専門的知識と研究法を教授するとともに、専門的職業人として必要な実践的

な知識・技法の教育・研究を行うことになっていて、この小項目に書かれている目的に適合している。 
c. 「専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に

従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う」という博士課程の目的への

適合性 

  到達目標〈5〉にも示すように、本研究科の博士課程は、人間を対象とする学際的・総合的な研究を
推進するためのより高度の教育・研究組織であり、修士課程を修了した者等が高次の研究をするための

課程としていて、この小項目に書かれている目的に適合している。 
d. 学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と、当該学部の学士課程における教育内容との関

係   

 到達目標〈2〉にも示すように、修士課程は学部での教育内容を基礎として展開されており、その教
育内容がお互いに関連付けられている点は評価に値する。しかしながら、学部において学科改組等が行

われ、新たな改組が予定されており、研究科においてもそれに対応した教育内容を再検討する必要があ

るように思われる。 

e. 修士課程における教育内容と、博士（後期）課程における教育内容の適切性および両者の関係 

 博士課程（後期）は修士課程での教育内容を基礎として展開されていて、その教育内容がお互いに関
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連付けられている点は評価に値する。 

f. 博士課程における、入学から学位授与までの教育システム・プロセスの適切性 

 到達目標〈6〉にも示すように、博士課程（後期）の入学から学位取得までのプロセスについては、
入学時に、学生に対して適切な履修指導が行われ、教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じて

適切な教育・研究指導が行われている。コロキウムで学位論文の作成経過を発表する機会が定期的に設

けられていて、その進展のチェックもできる仕組みになっているといえる。また論文審査については学

位規程、学位論文審査内規等が定められていて、毎年履修案内によって学生に提示され、円滑に進んで

いる。 
 

② 授業形態と単位の関係 

各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位計算方法の妥当性 
 本研究科の各授業科目の特徴・内容や履修形態は、常磐大学自己点検・評価報告書の第３章第2節１

（１）に説明されたようになっていて、教育目標を実現するための科目の配置、学生の負担といった観

点からみて、修士、博士の両課程とも、各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々

の授業科目の単位計算方法は概ね妥当であるといえる。 
 
③ 単位互換、単位認定等 

国内外の大学院等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学院設置基準第 15条） 
 本研究科は、「大学院社会学分野の単位互換制度」に加盟しているが、これまでのところこの制度によ

る単位認定者は 2名である。また、本大学院入学前に修得した単位については、各研究科委員会の議を
経て、各研究科の課程修了に必要な単位として認められることがある。ただし、本学以外の大学院で入

学前に修得した単位については、修士課程は 10単位、博士課程（後期）は 8単位までと上限が定めら
れている（常磐大学大学院学則第 30条の 2）。 
  なお、学内においては、一定の手続きを踏むことで、所属外の研究科で取得した単位を、所属研究科
の授業科目の単位に読み替えられる制度（常磐大学大学院学生の所属外研究科授業の履修および聴講に

関する規程）がある。これまでのところこの制度による数名の単位認定者がある。 
  以上のように、国内外の大学院等での学修の単位認定や入学前の単位認定での適切性（大学院設置基
準第 15条）は確保されているが、これまでのところ適用者は少ない。 

 
④ 社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

社会人、外国人留学生に対する教育課程編成、教育研究指導への配慮 
 到達目標〈4〉にも示すように、本研究科では、社会人学生が履修しやすいように、修士論文の研究
指導等において、学生の研究の進度や指導時間帯についての配慮を行っている。社会人入学者の研究領

域における基礎的知識が不足していると判断した場合には、関連する学部の授業を履修するよう指導し、

大学院教育に支障をきたさないよう配慮している。また、2009年度からは、入学前教育として、入学予
定者に基礎文献の講読を求める試みも始めた。 
  外国人留学生については、これまでに修士課程で７名、博士課程（後期）で４名の学位取得者を出し
ている。一般にアジア圏の外国人には日本語既修者が多いが、非アジア圏の外国人には日本語未修者が

多いことから、カリキュラムの履修指導、研究指導においては日本語のほか英語による文書やＥ-メール
によって個別的に指導するなどきめ細かに対応している。 
  以上のように、本研究科では、社会人、外国人留学生に対する教育課程編成、教育研究指導へかなり
配慮しているが、今後さらに指導を強化する必要がある。 
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【評定（到達目標について）】 

     Ａ：各評価項目・到達目標を適切に実行し、その判断根拠を明確に示すことができる。 
     Ｂ：各評価項目・到達目標を概ね実行している。（達成に向けて作業中である） 
     Ｃ：各評価項目・到達目標を必ずしも十分実行していない。（検討段階にとどまっている） 
     Ｄ：各評価項目・到達目標を実行していない。（検討もしていない） 
 

  到達目標 2008年度 2009年度 

〈1〉 研究能力と専門的職業能力を養成する修士課程の目的を果たすために、教育課

程の整合性を図り、教育・研究指導内容の整備を促進する。 Ａ Ａ 

〈2〉 学部教育の上に立った一貫的な教育・研究を目指し、大学院と学部の教育課程を

有機的に連携して、大学院教育の基礎を強化する。 
B B 

〈3〉 実習・インターンシップ等の新しい授業形態を導入するとともに、授業形態の特殊

性に合わせた適切な単位数を検討する。 
B B 

〈4〉 社会人・外国人留学生に対し、専攻分野の基礎的学力や日本語能力を指導する

体制を強化する。 
Ｃ Ｃ 

〈5〉 自立した研究者と専門的職業人を養成する博士課程の目的を果たすために、博

士課程（後期）は、4領域において専門的な教育研究を深めるとともに、領域を超

えた総合的な人間科学の教育・研究指導内容の整備を促進する。 
Ａ Ａ 

〈6〉 博士課程（後期）の入学から学位取得までのプロセスを明示した研究･教育プログ

ラムを提示し、計画的な教育システムを確立して課程修了を促進する。 
Ａ Ａ 

〈7〉 人間科学の総合的な教育･研究を促進するため、専攻領域の専門科目および演

習の授業内容の充実を図るとともに、他領域の履修単位を専攻単位に認定するな

ど領域を超えた総合的な教育・研究を促進する。 

Ａ Ａ 

〈8〉 FD委員会を中心として、本研究科の理念・目的に照らし合わせて不断にカリキュ

ラムを見直し、学術の動向や社会の期待に応えるべくその改善を進める。 
Ｂ Ｂ 

＊〈1〉～〈4〉が3研究科共通到達目標、〈5〉～〈8〉が人間科学研究科到達目標である。 

【概要】 

到達目標〈1〉 
  学校教育法第 65条や大学院設置基準第 3条第 1項、同第 4条第 1項と照らし合わせてみても、問題
点はない。 
 
到達目標〈2〉 
  修士課程は学部での教育内容を基礎として展開されており、その教育内容がお互いに関連付けられて
いる点は評価に値する。しかしながら、学部において学科改組等が行われてきており、研究科において

もそれに対応した教育内容を再検討する必要がある。 
 

到達目標〈3〉 
  修士課程第Ⅲ領域「臨床心理学」の分野での「臨床心理基礎実習」ならびに、「臨床心理実習」が提携




